
1/2 

平成１９年度 第１回 芦屋市長等倫理審査会 会議録 
 

 
日  時 

 

 
平成１９年１０月２３日（火） ９：００～１０：０５ 

 
会  場 

 

 
南館４階 第１委員会室 

 
出 席 者 

 
会  長 日下部 昇      委  員 村上 恵美子 

（職務代理者） 
委  員 大久保 規子     委  員 門 典子 

 
委  員 椎森  俊介     委  員 中田  康子 

 
委  員 藤田  一           欠席委員 多田 梢 

 
山中市長，岡本副市長 

 
事務局 佐藤総務部長，小山人事課長，本間人事課課長補佐 

 
 
会議の公表 

 
   ■ 公 開       □ 非公開       □ 部分公開 
 
＜非公開・部分公開とした場合の理由＞ 
 

 
傍聴者数 
 

 
      ０ 人 

 

１ 議題 

  芦屋市長等倫理審査会の調査・審議について 

 

２ 審議内容 

開 会 

（会 長）今回の審査会は，具体的に特別職が何か不祥事を起こしたため審議するのではな

い。事件が起きた場合，審査をし，９０日以内に報告書を提出することになってい

るため，迅速に審査等をできるように手順を確認しておきたい。 

 

（事務局）事例研究 資料説明 

（枚方市長談合容疑事件，前生駒市長加重収賄・背任容疑事件，前福島県知事収

賄容疑事件等を新聞記事で説明） 

 

（会 長）「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例，同施行規則」について解説。 

     (１)「市長等の倫理基準」（同条例第３条）について 

(２)「市民からの調査請求」について 

(３)「倫理審査会の職務内容と調査権限」について 

(４)「公表と審査報告書の効力」について 
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具体的な審議（質疑）の内容 

 

（委 員）特別職の不祥事などあってはならないことだが，いざというときに備えて，審

議会を開催し，再度，手続き面の体制を確認・研究する。 

まず，倫理条例第７条に規定される，調査請求に必要な人数は。 

 

（事務局）有権者数（平成１９年９月２日現在）７６，８７３人，その５０分の１以上と

なると１，５３８人以上の連署が必要。 

 

（委 員）市民からの調査請求要件は宝塚市では，市民１００人以上の連署と規定されて

いる。人数の見直しが必要では。 

 

（事務局）人数については，この条例，規則を策定する際に相当論議をして，現在の規定

となった。１００人以上では安易に調査請求が可能となり，単に行政組織を混乱

させるのみという事態の発生を想定した。 

 

（委 員）この審査会のことは，市民にあまり知られていないと思うので，広報等で周知

する必要がある。 

 

（委 員）典型的な刑事事件については，例えば以前，神戸市議の口利き事件が起こった

が，同様の事件が本市で発生した場合，検察側に全ての関連資料を押収されてい

る訳だから，この審査会での審議は難しいと思われる。ただ，別の観点から，例

えば市としての品位とか名誉を傷つけられたというような点を審議できるとは思

うが。 

 

（委 員）調査権限は，強制力が無く，民間と同じような調査権限になるだろう。 

 

（委 員）公表と審査報告書の効力については，懲戒や辞職命令のようなものではな

く，政治的なもの。公表することによって，世論に訴えることになる。 

 

（委 員）審査会は原則，公開とし，審査対象者には弁護士の同席も認めることになるの

では。 

 

       閉 会 

 


